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議案第26号 

 

大阪市手数料条例の一部を改正する条例案 

 

大阪市手数料条例（昭和40年大阪市条例第35号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（戸籍法の規定に基づく事務に係る手数料） 

第２条 戸籍法（昭和22年法律第224号）の規

定に基づく事務で次の各号に掲げるものに

ついては、当該各号に定める額の手数料を

その申請をする者から徴収する。 

⑴ 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸

籍証明書の交付 １通につき450円 

 

 

 

 

 

⑵ 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交

付又は除籍証明書の交付 １通につき

750円 

 

 

 [⑶・⑷ 略] 

 (4の2) 戸籍電子証明書提供用識別符号の

発行（情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する法律（平成14年法律第151

号）第７条第１項の規定により同法第６

条第１項に規定する電子情報処理組織を

（戸籍法の規定に基づく事務に係る手数料） 

第２条 [同左] 

 

 

 

⑴ 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁

気ディスク（これに準ずる方法により一

定の事項を確実に記録することができる

物を含む。次号において同じ｡）をもって

調製された戸籍に記録されている事項の

全部若しくは一部を証明した書面の交付  

ｃ１通につき450円 

⑵ 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交

付又は磁気ディスクをもって調製された

除かれた戸籍に記録されている事項の全

部若しくは一部を証明した書面の交付 

ｃ１通につき750円 

 [⑶・⑷ 同左] 

 [新設] 

 

 

 

 



 

2 

使用する方法（総務省令で定めるものに 

限る。以下この条において同じ｡）により

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を

行う場合（当該発行に係る戸籍電子証明

書の請求が同項の規定により同項に規定

する電子情報処理組織を使用する方法に

より行われた場合に限る｡）における当該

発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号

の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行

う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明

する事項と同一の事項を証明する戸籍の

謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求

を行う場合における当該発行を除く｡） 

ｃ戸籍電子証明書提供用識別符号１件に

つき400円 

 (4の3) 除籍電子証明書提供用識別符号の

発行（情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する法律第７条第１項の規定に

より同法第６条第１項に規定する電子情

報処理組織を使用する方法により除籍電

子証明書提供用識別符号の発行を行う場

合（当該発行に係る除籍電子証明書の請

求が同項の規定により同項に規定する電

子情報処理組織を使用する方法により行

われた場合に限る｡）における当該発行及

び除籍電子証明書提供用識別符号の発行

に係る除籍電子証明書の請求を行う者が

同時に当該除籍電子証明書が証明する事

項と同一の事項を証明する除かれた戸籍

の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請

求を行う場合における当該発行を除く｡） 

ｃ除籍電子証明書提供用識別符号１件に

つき700円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [新設] 
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⑸ 届出若しくは申請の受理の証明書の交

付、届書その他区長の受理した書類に記

載した事項の証明書の交付又は届書等情

報の内容の証明書の交付 １通につき

350円（婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁

又は認知の届出の受理について、請求に

より市長が定める様式による上質紙を用

いる場合にあっては、1,400円） 

⑹ 届書その他区長の受理した書類を閲覧

に供する事務又は届書等情報の内容を表

示したものを閲覧に供する事務 書類又

は届書等情報の内容を表示したもの１件

につき350円 

（長期優良住宅の普及の促進に関する法律の

規定に基づく事務に係る手数料） 

第７条の４ [略] 

２ 法第６条第２項（法第８条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による申出

があった場合における前項第１号又は第２

号に規定する審査に係る手数料の額は、こ

れらの規定にかかわらず、当該審査１件に

つき、これらの規定による手数料の額に、

別表第３の左欄に掲げる区分に応じ、同表

の右欄に定める額（大阪市建築基準法施行

条例（平成12年大阪市条例第62号）第６条

第１項ただし書に規定する磁気ディスク等

（以下「磁気ディスク等」という｡）による

申出にあっては、当該額から2,000円を減じ

た額）を加えた額（建築基準法（昭和25年

法律第201号）第６条の３第１項ただし書に

規定する建築主事等が行う当該申出に係る

建築物（同法第２条第１号に規定する建築

⑸ 届出若しくは申請の受理の証明書の交

付又は届書その他区長の受理した書類に

記載した事項の証明書の交付 １通につ

き350円（婚姻、離婚、養子縁組、養子離

縁又は認知の届出の受理について、請求

により市長が定める様式による上質紙を

用いる場合にあっては、1,400円） 

 

⑹ 届書その他区長の受理した書類を閲覧

に供する事務 書類１件につき350円 

 

 

 

（長期優良住宅の普及の促進に関する法律の

規定に基づく事務に係る手数料） 

第７条の４ [同左] 

２ 法第６条第２項（法第８条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による申出

があった場合における前項第１号又は第２

号に規定する審査に係る手数料の額は、こ

れらの規定にかかわらず、当該審査１件に

つき、これらの規定による手数料の額に、

別表第３の左欄に掲げる区分に応じ、同表

の右欄に定める額（大阪市建築基準法施行

条例（平成12年大阪市条例第62号）第６条

第１項ただし書に規定する磁気ディスク等

（以下「磁気ディスク等」という｡）による

申出にあっては、当該額から2,000円を減じ

た額）を加えた額（建築基準法（昭和25年

法律第201号）第６条の３第１項ただし書に

規定する建築主事が行う当該申出に係る建

築物（同法第２条第１号に規定する建築物
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物をいう。第７条の６、第７条の７、別表

第１から別表第５まで、別表第７から別表

第11まで及び別表第13から別表第19までに

おいて同じ｡）の計画が同法第18条第４項た

だし書に規定する特定構造計算基準又は特

定増改築構造計算基準に適合するかどうか

の審査（以下「構造計算適合性審査」とい

う｡）を含む同条第３項に規定する審査をす

る場合にあっては、当該額に、構造計算適

合性審査１件につき、別表第４の左欄に掲

げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を

加えた額）とする。 

[３・４ 略] 

（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律の規定に基づく事務に係る手数料） 

第７条の６ 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律（平成27年法律第53号。

以下この条及び別表第13から別表第17まで

において「法」という｡）の規定に基づく事

務で次の各号に掲げるものについては、当

該各号に定める額の手数料をその申請をす

る者から徴収する。 

⑴ 法第12条第１項若しくは法第13条第２

項の規定による建築物エネルギー消費性

能適合性判定（法第12条第１項に規定す

る建築物エネルギー消費性能適合性判定

をいう。以下この号及び別表第13におい

て「適合性判定」という｡）の申請若しく

は要求、法第12条第２項後段若しくは法

第13条第３項後段の規定による建築物エ

ネルギー消費性能確保計画（法第12条第

をいう。第７条の６、第７条の７、別表第

１から別表第５まで、別表第７から別表第

11まで及び別表第13から別表第19までにお

いて同じ｡）の計画が同法第18条第４項ただ

し書に規定する特定構造計算基準又は特定

増改築構造計算基準に適合するかどうかの

審査（以下「構造計算適合性審査」という｡）

を含む同条第３項に規定する審査をする場

合にあっては、当該額に、構造計算適合性

審査１件につき、別表第４の左欄に掲げる

区分に応じ、同表の右欄に定める額を加え

た額）とする。 

[３・４ 同左] 

（建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律の規定に基づく事務に係る手数料） 

第７条の６ 建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律（平成27年法律第53号。

以下この条及び別表第13から別表第17まで

において「法」という｡）の規定に基づく事

務で次の各号に掲げるものについては、当

該各号に定める額の手数料をその申請をす

る者から徴収する。 

⑴ 法第12条第１項若しくは法第13条第２

項の規定による建築物エネルギー消費性

能適合性判定（法第12条第１項に規定す

る建築物エネルギー消費性能適合性判定

をいう。以下この号及び別表第13におい

て「適合性判定」という｡）の申請若しく

は要求、法第12条第２項後段若しくは法

第13条第３項後段の規定による建築物エ

ネルギー消費性能確保計画（法第12条第
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１項に規定する建築物エネルギー消費性

能確保計画をいう。別表第13において同

じ｡）の変更に係る適合性判定の申請若し

くは要求又は建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律施行規則（平成

28年国土交通省令第５号）第11条の規定

による軽微な変更に該当していることの

証明（別表第13において「軽微な変更の

証明」という｡）の申請に対する審査 １

件につき、別表第13の左欄に掲げる区分

に応じ、同表の右欄に定める額 

[⑵・⑶ 略] 

 ⑷ 建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律施行規則第29条の規定によ

る軽微な変更に該当していることの証明

（別表第16において「軽微な変更の証明」

という｡）の申請に対する審査 １件につ

き、別表第16の左欄に掲げる区分に応じ、

同表の右欄に定める額 

 [⑸ 略]  

[２～５ 略]   

別表第７（第７条の５関係） 

[表 略] 

備考  

[１ 略]   

２ この表において、「住宅部分」とは、

建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第11条第１項に規定する

住宅部分をいう。 

[３～７ 略]  

別表第８（第７条の５関係） 

１項に規定する建築物エネルギー消費性

能確保計画をいう。別表第13において同

じ｡）の変更に係る適合性判定の申請若し

くは要求又は建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律施行規則（平成28

年国土交通省令第５号）第11条の規定に

よる軽微な変更に該当していることの証

明（別表第13において「軽微な変更の証

明」という｡）の申請に対する審査 １件

につき、別表第13の左欄に掲げる区分に

応じ、同表の右欄に定める額 

[⑵・⑶ 同左] 

 ⑷ 建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律施行規則第29条の規定による

軽微な変更に該当していることの証明

（別表第16において「軽微な変更の証明」

という｡）の申請に対する審査 １件につ

き、別表第16の左欄に掲げる区分に応じ、

同表の右欄に定める額 

 [⑸ 同左]  

[２～５ 同左]   

別表第７（第７条の５関係） 

[表 同左] 

備考  

[１ 同左]   

２ この表において、「住宅部分」とは、

建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律第11条第１項に規定する住

宅部分をいう。 

[３～７ 同左]  

別表第８（第７条の５関係） 
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[表 略] 

備考 

[１ 略]  

２ この表において、「事前審査該当建築

物」とは、建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第15条第１項

に規定する登録建築物エネルギー消費

性能判定機関（以下この表及び別表第

16において「登録建築物エネルギー消

費性能判定機関」という｡）により、当

該変更が都市の低炭素化の促進に関す

る法律施行規則第44条の軽微な変更

（以下この表において「軽微な変更」

という｡）に該当していると認められた

建築物をいう。 

[３ 略] 

別表第15（第７条の６関係） 

[表 略] 

備考 

[１・２ 略]  

３ この表において、「事前審査適合建築

物」とは、登録住宅性能評価機関その

他の市規則で定める者（以下この表に

おいて「登録住宅性能評価機関等」と

いう｡）により、消費性能基準に適合し

ていると認められた建築物又は次の各

号に掲げるいずれかの書面が交付さ

れ、消費性能基準に適合していると認

められた建築物をいう。 

[⑴～⑶ 略] 

⑷ 建築物のエネルギー消費性能の向

[表 同左] 

備考 

[１ 同左]  

２ この表において、「事前審査該当建築

物」とは、建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第15条第１項に

規定する登録建築物エネルギー消費性

能判定機関（以下この表及び別表第16

において「登録建築物エネルギー消費

性能判定機関」という｡）により、当該

変更が都市の低炭素化の促進に関する

法律施行規則第44条の軽微な変更（以

下この表において「軽微な変更」とい

う｡）に該当していると認められた建築

物をいう。 

[３ 同左] 

別表第15（第７条の６関係） 

[表 同左] 

備考 

[１・２ 同左]  

３ [同左] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[⑴～⑶ 同左] 

⑷ 建築物のエネルギー消費性能の向
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上等に関する法律施行規則第25条第

１項の規定による建築物エネルギー

消費性能向上計画（法第34条第１項

に規定する建築物エネルギー消費性

能向上計画をいう。別表第16におい

て同じ｡）の認定の通知書及び検査済

証 

[４ 略]  

別表第16（第７条の６関係） 

[表 略] 

備考 

[１ 略] 

２ この表において、「事前審査該当建築

物」とは、登録建築物エネルギー消費

性能判定機関により、当該変更が建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律施行規則第26条の軽微な変更

（以下この表において「軽微な変更」

という｡）に該当していると認められた

建築物をいう。 

[３ 略] 

上に関する法律施行規則第25条第１

項の規定による建築物エネルギー消

費性能向上計画（法第34条第１項に

規定する建築物エネルギー消費性能

向上計画をいう。別表第16において

同じ｡）の認定の通知書及び検査済証 

 

[４ 同左]  

別表第16（第７条の６関係） 

[表 同左] 

備考 

[１ 同左] 

２ この表において、「事前審査該当建築

物」とは、登録建築物エネルギー消費

性能判定機関により、当該変更が建築

物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律施行規則第26条の軽微な変更

（以下この表において「軽微な変更」

という｡）に該当していると認められた

建築物をいう。 

[３ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、同年３月１日から

施行する。 

令和６年２月９日提出 

大阪市長  横 山 英 幸  

 

説 明 

 戸籍法の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行等に係る手数料を定めるとともに、

規定を整備するため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。 


